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要旨 適正な住宅改修が行われているか否かを判断するためには、身体機能や改修工事に詳し

い専門家（住宅改修アドバイザー）による評価も有効だと思われる。公的介護保険の創設に伴

い、住宅改修アドバイザーに関わる制度は様々に変化し、現在は各自治体がどのように住宅改

修アドバイザー制度に取り組んでいるのか、実態が把握されていない状況にある。そこで本稿

では、まず住宅改修アドバイザーに関連する国の施策の変遷を整理し、合わせて自治体の動向

を、厚生労働省や自治体のホームページの検索により把握した。さらに、先駆的にアドバイザ

ー制度に取り組んできた自治体として東京都区部を取り上げ、介護保険下の住宅改修あるいは

その他の住宅改修工事へのアドバイザーの関わり方を把握した。その結果、国の施策としては、

平成５年にリフォームヘルパーが位置付けられたものの、介護保険の創設と改正に伴い徐々に

制度の内容や仕組みが変化し、方向性としてはアドバイザーの関与より在宅介護支援専門員の

役割が増していること、アドバイザー制度の実施件数は縮小の傾向にあること等が把握された。

また、東京都区部のアドバイザー制度の実態調査からは、区によって様々な体制、職種により

運営されていること、助成制度利用者にアドバイザーの派遣を義務付けることで、確実に事前

事後の訪問がなされていること等が把握され、アドバイザーが改修内容の評価者としての役割

を果たし得ることがわかった。アドバイザー制度は、地域間で格差があるが、全般的には縮小

傾向にある一方で、先駆的な取り組みを行っている自治体も見られる。アドバイザー制度の必

要性については、さらに実証的な研究を重ね、今後の方向性を検討していく必要がある。 
 
１ 研究の目的 
 適正な住宅改修が行われているか否かを判断

するためには、利用者の生活全体を把握してい

る介護支援専門員や、給付管理を行う行政担当

者による評価が重要であると同時に、身体機能

や改修工事に詳しい専門家（住宅改修アドバイ

ザー）による評価も有効だと思われる。公的介

護保険の創設に伴い、高齢者向け住宅改修に専

門家が関与する制度も変更を余儀なくされた。

またその後も介護保険の改正等様々な制度上の

変化があり、現在は各自治体がどのように住宅

改修アドバイザー制度に取り組んでいるのか、

実態が把握されていない状況にある。 
そこで本稿では、まず住宅改修アドバイザー

に関連する国の施策の変遷を整理し、合わせて

全国あるいは自治体の取り組みを、厚生労働省

その他複数の自治体において把握した。さらに、

先駆的にアドバイザー制度に取り組んできた自

治体として東京都区部の自治体を取り上げ、介

護保険下の住宅改修あるいはその他の住宅改修
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工事へのアドバイザーの関わり方を把握した。 
これらにより、住宅改修アドバイザー制度の

動向および、現在、アドバイザーが住宅改修に

どのように関わっているのか把握し、アドバイ

ザーが住宅改修の評価においてどのような役割

が果たせるか、介護支援専門員との連携の可能

性について考察する。 
 
２ 研究の方法 
１）厚生労働省から全国の都道府県,市区町村あ

てに出される通知等の資料を整理し住宅改修の

相談・助言等を行う住宅改修アドバイザーに関

連する制度の変遷を把握する。 
２）厚生労働省および自治体のホームページを

インターネットで検索し、住宅改修アドバイザ

ー制度に関する動向を把握する。 
３）先駆的に住宅改修アドバイザーの派遣を行

っている東京都区部の自治体に対して電話（一

部は訪問）による聞き取り調査を実施し、住宅

改修アドバイザー制度の実施状況を把握する。 
 調査対象－2003 年度事業として住宅改修ア

ドバイザーを設置していた 11 区（中央区、新

宿区、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、渋

谷区、豊島区、荒川区、板橋区、練馬区） 
 調査時期－2007年２月、３月 

 
３ 結果 
１）住宅改修アドバイザー制度に関連する国の

施策の動向 
 厚生労働省の通知、および全国の担当課長会

議等で配付された関連資料を基に、住宅改修ア

ドバイザーに関連する事項を時系列で整理する

と以下のようになる。 
①住宅改良（リフォーム）ヘルパーの導入（平

成５年６月）（表5－１、ａ） 
国が高齢者向け住宅改修への専門家の関与を

制度化したのは、平成５年６月の「住宅改良（リ

フォーム）ヘルパー（以下、リフォームヘルパ

ー）」の導入が最初である。ここでは「老人ホー

ムヘルプサービス事業」の一環として、リフォ

ームヘルパーを位置づけており、その内容は「福

祉、保健・医療及び建築関係職種の専門家が連

携し、住宅改良に関して相談、助言、連絡調整

等を行う」とされている。またチームの編成と

して、「ア．福祉関係職種（介護福祉士又はソー

シャルワーカー）、イ．保健・医療関係職種（理

学療法士もしくは作業療法士および保健婦）、ウ．

建築関係職種（設計士または施工者）の三者で

構成する」とされており、「これらの介護福祉士、

ソーシャルワーカー、保健婦は、在宅介護支援

センター等の職員を活用する」とも記されてい

る。そのほか「都道府県高齢者総合相談センタ

ー、市町村高齢者サービス調整チーム、在宅介

護支援センター、市町村建築関係部局、との連

携を図ること」とされている。つまり、アドバ

イザーは多職種によるチームであり、在宅介護

支援センター職員を中心に、市町村や高齢者総

合相談センター等と連携しながら相談にあたる

体制となっている。またその役割の中には「施

工後の評価および利用対象者に対する指導」が

含まれている。 
このように国が制度化したことから、一部の

自治体では積極的にリフォームヘルパー事業を

開始しており、平成７年にリフォームヘルパー

の導入を協議した自治体は、全国で198市町村

とされている（１）。 
②介護保険の創設と市町村による住宅改修指導

事業（リフォームヘルパー事業）（表１、ｂ、ｃ） 
平成12年の介護保険の創設に伴い、「ホーム

ヘルプサービス事業」は介護保険の居宅サービ

スの一つとなった。しかし「リフォームヘルパ

ー事業」は介護保険のサービスには含まれず、

市町村が行う「介護予防・生活支援事業」の選

択メニューの一つ、「住宅改修指導事業（リフォ
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ームヘルパー事業）」となる。この事業は介護保

険の住宅改修費の支給とも関連付けられており、

「住宅改修費の支給を受けるには、住宅改修が

必要な理由書を添付書類として提出する必要が

あり、理由書を作成するのは基本的には介護支

援専門員であるが、市町村の住宅改修指導事業

等として、住宅改修についての相談、助言等を

行う福祉、保健・医療、または建築の専門家も

含まれる」とされている。ただしその場合は、

「介護支援専門員と十分に連絡調整を行うこと

が必要」とされている。 
また、住宅改修の支援体制の整備に関する記

述の中にも「市町村は、都道府県、関係機関、

関係団体、居宅介護支援事業者等とも連携を図

り、住宅改修に関する専門的知識および経験を

有する者等による支援体制を整備することが望

ましい。市町村は介護予防・生活支援事業の一

つである住宅改修指導事業として相談、助言等

の事業を行うことが可能」と記されている。 
このように住宅改修アドバイザー制度は、市

町村の選択メニューの一つになるが、介護保険

の住宅改修費の支給と関連付けられており、福

祉、保健・医療、または建築の専門家等、専門

的知識や経験を持つ者による支援体制を整備す

ることが望ましいとされている。つまり平成５

年のリフォームヘルパーとほぼ同様の役割およ

び体制となっている。 
なお当初は「住宅改修指導事業（リフォーム

ヘルパー）」という名称が用いられていたが（表

１、ｂ）、要綱ができた際には「住宅改修支援事

業」という名称になっており（表１、ｃ）、関与

する職種は「保健婦、理学療法士、作業療法士

等」と具体的に記されている。ここでは以前含

まれていた「建築の専門家」は消滅し、「多職種

によるチーム」の必要性についても触れられて

いない。ただし仕事の内容としては、おおむね

以前と同様で、「施工後の評価及び利用対象者に

対する指導」が含まれている（表１、ｃ）。 
③介護予防・地域支え合い事業 住宅改修支援

事業（平成13年）（表１、ｄ） 
さらに、介護予防施策や自立した生活確保の

ために必要な支援の推進を図るため、平成 13
年４月から「介護予防・生活支援事業」が新た

に「介護予防・地域支え合い事業」として実施

されることになる。ここでは市町村事業として、

介護予防事業、在宅介護支援事業等、15種類の

選択メニューがあげられているが、この一つに

「住宅改修支援事業」が位置づけられている。 
これは仕事の内容、担当する職種、共に以前

とほぼ変わらないが、留意事項として、「介護支

援専門員または、作業療法士、福祉住環境コー

ディネーター検定試験２級以上その他これに準

ずる資格等を有する者などが、居宅介護支援の

提供を受けていない要介護者または要支援者に

対して理由書を作成した場合には、これを市町

村の委託事業または助成事業と位置づけること

ができ、その場合の単価は、１件あたり 2000
円とする」ことが記されている。 
そのほか関連する事業として、「介護予防・地

域支え合い事業」のメニューの一つに、「福祉用

具・住宅改修研修事業」も位置づけられている。

これは、「介護支援専門員（ケアマネジャー）等

に対して、福祉用具および住宅改修に関する知

識の付与を目的とした研修を行ったり、福祉用

具や住宅改修による導入効果等についてパンフ

レット等を作成し情報提供する」ものである。 
④住宅改修の多様な支援事業の創設（表１、ｅ、

ｆ） 
 平成 14 年度に「(1)福祉用具・住宅改修活用

広域支援事業（都道府県事業）」「(2)福祉用具・

住宅改修地域利用促進事業（市町村事業）」が開

始されたが、平成 16 年度からは「介護予防・

地域支え合い事業」における選択メニューとし

て、先の(1)(2)と、介護保険創設時からある「(3)
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福祉用具・住宅改修研修事業（都道府県・市町

村事業）」が位置付けられた。またさらに、平成

16年度に「(4)福祉用具等情報化推進事業」「(5)
不適正な福祉用具給付の判断基準の作成」も実

施されている。 
 これらの背景として、「福祉用具・住宅改修の

適正な活用のために、介護実習・普及センター

や在宅介護支援センター等を拠点として、様々

な事業を一体的に実施することが効果的であ

る」とされている。上記の事業の概要を以下に

記述すると、(1)介護実習・普及センター等を拠

点として、市町村で対応できない援助困難な事

例への作業療法士等による相談援助、苦情・改

善に資する情報や新たな福祉用具の開発に関す

る要望等の情報提供を事業者等へ行う、(2)在宅

介護支援センター等を拠点として、福祉用具・

住宅改修に係る地域の事業者協議会の開催、地

域に密着したきめ細かい相談、苦情や改善に資

する情報や新たな福祉用具の開発に関する要望

等の情報提供を事業者等へ行う、(3)介護実習・

普及センター等で介護支援専門員、在宅介護支

援センター職員等に専門的な研修を行う、(4)
福祉用具・住宅改修の利用事例の収集等を行い

データベース化する、これらと、福祉用具の選

び方や介護保険で利用できる福祉用具の商品情

報を（財）テクノエイド協会のホームページ上

で公開する、となっている。(5)については、平

成16年６月に判断基準（表１、ｇ）が出され、

福祉用具の適正な利用に向けて活用が推進され

ているところである。 
 平成16年２月19日の会議資料（表１、ｆ）

では、「介護保険制度の定着の一方で、必要性、

効果に疑問を持たざるを得ないサービス提供、

事業者による過度の利用者掘り起こし、不正請

求等、不適正ないし不正な事例も多く見られる」

としており、介護給付適正化への流れが顕著と

なっている。また同会議資料の「2015年の高齢

者～高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて

～」（平成 15 年６月 26 日 高齢者介護研究会

報告書一部抜粋）では、地域包括ケアシステム

の確立（ケアマネジメントの適切な実施と質の

向上）として、介護支援専門員がきちんとアセ

スメントすることの重要性が指摘されており、

介護支援専門員の専門性の向上を強調している。

これらを反映して、ケアマネジメントリーダー

の育成、日本ケアマネジメント学会や介護支援

専門員連絡協議会の設置等がなされている。 
この流れをまとめると、介護実習・普及セン

ターや在宅介護支援センターが福祉用具・住宅

改修の拠点となり、介護支援専門員や在宅介護

支援センターの職員の研修体制を充実して、専

門家としての資質の向上を図る、そのために改

修事例や商品情報のインターネットによる情報

提供をし、他方で、困難事例を支援するための

作業療法士や理学療法士等の派遣、事業者間の

協議会の開催等を行う体制作りを推進しようと

している。なおその後、平成18年度には、「福

祉用具・住宅改修研修事業」「福祉用具・住宅改

修活用広域支援事業」への国庫補助が廃止され

（表１、ｈ）、各自治体が地域の実情に応じて独

自に取り組むこととなる。 
⑤介護保険の改正と地域支援事業の創設 
平成18年の介護保険の改正に伴い、「介護予

防・地域支え合い事業」が再度見直され、「地域

支援事業」が創設された。平成 18 年６月の通

知（表１、ｉ）によると、要介護状態の予防を

重視する内容となっている。事業の内容は大き

く①介護予防教室、②包括的支援事業、③任意

事業の三つに分けられているが、住宅改修の相

談・指導については③任意事業（３）その他事

業に「福祉用具・住宅改修支援事業」として位

置付けられている。この内容は「福祉用具・住

宅改修に関する相談・情報提供、理由書の作成

への助成」とされている。福祉用具と住宅改修
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を一体的に扱っているほか、以前あった「施工

後の評価」に関する業務が消滅している。「地域

支援事業」の中で、どのくらいの自治体が「福

祉用具・住宅改修支援事業」を実施しているか

は、現在、各都道府県による調査が進められて

いる段階である。 
そのほか、平成18年３月13日付けの資料（表

１、ｊ）にあるように、住宅改修における事前

申請制度が開始され、住宅改修が必要な理由書

の改正がなされている。 
⑥全体の流れと事業の実施状況 
以上を概観すると、国による住宅改修アドバ

イザー制度は、当初､リフォームヘルパーとして

始まり、介護保険の創設に伴いリフォームヘル

パーは廃止されたが、「住宅改修指導事業」、「住

宅改修支援事業」、「福祉用具・住宅改修支援事

業」と変化しながら存続してきた。 
名称の変化と共に体制も変わり、当初は建築

職を含む、多職種によるチームでの関わりを推

進していたが、現在は介護支援専門員の役割が

大きく、困難事例に関してのみ介護実習・普及

センター等の作業療法士、理学療法士等のアド

バイザーが関与する体制となっている。また当

初はアドバイザーの役割の一つに、理由書の作

成や、施工後の評価に関する事項が記されてい

たが、現在はこれらへのアドバイザーの関与に

ついてはまったく触れられていない。 
国の方向性として、介護予防施策を重視する

傾向にあり、特に介護保険制度の改正以降、選

択メニューの一つとして「福祉用具・住宅改修

支援事業」があることがきわめてわかりづらく

なっている。実際、平成12年度から15年度の

「住宅改修支援事業」の実施状況は年々下がっ

ており（表２）、理由書作成の委託助成を行って

いる自治体を除いた「住宅改修支援事業」の実

施自治体は、平成12年には716自治体（22.0％）

であったが、平成16年には300自治体（9.6％）

と低下している。また「住宅改修理由書作成の

委託助成」の件数を見ると、平成12年には2169
自治体（66.7％）で、平成 14 年まで毎年増加

したが、平成14年の2598自治体（80.2％）を

最高に、次の年からは毎年減少し、平成 16 年

には 1440 自治体（46.1％）となっている。こ

れは理由書の作成だけに関わるケースが減少し

たとも考えられるが、住宅改修支援の取り組み

全般が低下しているのと連動している様子がう

かがえる。 
平成１５年には「介護予防・地域支え合い事

業」の実態調査（表１、ｆ）が行われているが、

その結果によると、「住宅改修支援事業」は、平

成15年度に2201市町村（69.0％）が実施して

いる。またその内容は、平成 14 年度（有効回

答数1701市町村）では、理由書の作成が90.7％
と多く、住宅改修に関する相談助言事業は約半

数（48.6％）とされている。さらに平成 16 年

度から実施市町村数は減少する見込みとされて

いる。なお、これについては先に示した厚生労

働省の別の調査結果（表5－2）と若干相違が生

じているが、いずれにしても住宅改修支援事業

を実施している自治体は減少傾向にあると考え

られる。 
そのほか各自治体の動向として、平成 15 年

～16 年にインターネットで市町村の住宅改修

支援事業実施状況一覧表を公開していた自治体

の事例を見ると（表 5－3）、都道府県によって

実施状況に差があり、福祉施策に力を入れてい

た宮城県での住宅改修支援事業（理由書作成へ

の委託助成を除く）の実施が３ヶ所（4.4％）で

あるのに対し、大阪府では 10 ヶ所（24.4％）

等となっている。アドバイザー制度の先進事例

の介護保険前後の追跡調査の結果（２）を見ても、

相談を担当する部署の違いにより、相談件数が

縮小あるいは拡大しており、地域間の格差が生

じていた。住宅改修アドバイザー制度を市区町
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村の単独施策として実施している自治体は少な

くないが、国の関与が薄れると同時にアドバイ

ザーの必要性の認識も弱まると思われ、必要性

を認識している地域との格差はさらに大きくな

ると予測できる。 

  
表 5―１ 高齢者向け住宅改修アドバイザー制度に関連する厚生労働省の主な通知・会議資料 

（抜粋および要約） 
ａ平成５年 
６月17日 
老計第88号 

（各都道府県・各指
定都市民生主管部
（局）長あて厚生省
老人保健福祉局老
人福祉計画課長通
知） 

○住宅改良（リフォームヘルパー）の運営について 
・「老人ホームヘルプサービス事業運営要綱」が改正され、住宅改良に関する相談・助言を
行う住宅改良（リフォーム）ヘルパーが導入されることとなる。 
１利用対象者：おおむね 65 歳以上の要援護老人のいる家庭で、年齢、身体状況、家族構成、
家屋の状況等から高齢者向けに居室等の改良を希望するもの。（身体障害者ホームヘルプサ
ービス事業の派遣対象者も前記に準ずる場合は含まれる） 
２運営方法 
（１）サービスの内容：福祉、保健・医療及び建築関係職種の専門家が連携し、住宅改良
に関して次のサービスを提供する。 
ア 利用対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの
活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言を行う 
イ 施工者の紹介及び改良内容についての業者への連絡、調整 
ウ 施工後の評価及び利用対象者に対する指導 
エ その他 住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整 
（２）チームの構成：原則として次のそれぞれの職種に該当する者によるチームで運営 
ア 福祉関係職種 介護福祉士又はソーシャルワーカー 
イ 保健・医療関係職種 理学療法士もしくは作業療法士及び保健婦 
ウ 建築関係職種 設計士又は施工者 
 なお、介護福祉士、ソーシャルワーカーおよび保健婦は在宅介護支援センター等の職員
を活用する 
（３）その他 
ア 市町村は、都道府県高齢者総合相談センター、市町村高齢者サービス調整チーム及び
在宅介護支援センター等との連携強化を図る 
イ 市町村は、建築関係部局との連携を図り、円滑な事業運営に配慮する 
ウ 住宅改良（リフォーム）ヘルパーは、老人福祉に関し理解と熱意を有し、住宅改良に
関する相談助言を適切に実施する能力を有するものであること 
エ 住宅改良（リフォーム）ヘルパーは、事業実施上知り得た秘密を正当な理由なく漏ら
してはならない 
３ 手当等の取扱い 
 国庫補助については、保健・医療及び建築関係職種の構成員につき、活動時間数に応じ、
身体介護中心業務の手当および活動費の基準額（時間給）を適用する 

ｂ平成12年 
３月８日 
老企第42号 

（各都道府県介護
保険主管部（局）長
あて厚生省老人保
健福祉局企画課長
通知） 

○居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について 
・介護保険の居宅介護住宅改修費等の支給の取扱いは下記の通り 
２ 住宅改修費の支給申請 
支給申請にあたり下記の書類を市町村に提出すること 

（１）申請書 
（２）添付書類（施行規則第七五条第二項および第九四条第二項） 
 ①領収書 
 ②住宅改修が必要な理由書 第二号の「住宅改修について必要と認められる理由が記載
されているもの」は、被保険者の心身の状況および日常生活上の動線、住宅の状況、福祉
用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載す
る。また、理由書を作成する者は、基本的には介護支援専門員とするが、市町村が行う住
宅改修指導事業（リフォームヘルパー事業）等として、住宅改修についての相談、助言等
を行っている福祉、保健・医療または建築の専門家も含まれる。ただし、理由書を作成す
る者が、当該被保険者の居宅介護サービス計画を作成していない場合は、当該介護支援専
門員と十分に連絡調整を行うことが必要 
 なお、介護支援専門員が理由書を作成する業務は居宅介護支援事業の一環のため、被保
険者から別途費用を徴収することはできない。また、介護支援専門員または居宅介護支援
事業者が、自ら住宅改修の設計・施工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅改修の
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工事を請け負い、住宅改修の事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・
紹介料を徴収したりすること等は認められない。 
 ③完成後の状態を確認できる書類等 
４ 支援体制等の整備 
（１）支援体制等の整備 
 住宅改修は、被保健者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導
入状況、家族構成、住宅改修の予算等を総合的に勘案することが必要であり、福祉用具と
同様に個別性が強い。また、ひとたび住宅改修を行うと、簡単に修正できるものではない
ため、被保険者からの事前の相談に対し適切な助言等を行うことができるよう、市町村は、
都道府県、関係機関、関係団体、居宅介護支援事業者等とも連携を図り、住宅改修に関す
る専門的知識及び経験を有する者等による支援体制を整備することが望ましい。なお、市
町村は、介護予防・生活支援事業の一つである住宅改修指導事業として相談、助言等の事
業を行うことが可能。 
（２）事業者に係る情報提供 （３）事業者等に対する研修事業の実施 
５ 市町村における介護保険とは別の住宅改修に関する助成制度 

ｃ平成12年 
５月１日 
老発第475号 

（各都道府県知事、
指定都市市長、中核
市市長あて厚生省
老人保健福祉局長
通知） 
 
 

○介護予防・生活支援事業の実施について 
介護予防・生活支援事業実施要綱（平成 12 年 4 月 1 日より適用） 

１ 目的 要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者等に介護予防施策や生活支援サービスを提
供することで、総合的な保健福祉の向上に資する 
２ 事業内容 別記の通り 
３ 実施方法 市町村が地域の実情に応じて実施。介護予防・生活支援サービスの提供に
あたっては、市町村内の保健および福祉担当者などの関係者が連携し、調整の場として基
幹型在宅介護支援センターなどの地域ケア会議等を活用する。 
別記 １市町村事業 （１）高齢者の生活支援事業 （オ）住宅改修支援事業 
①実施方法 高齢者向けに居宅等の改良を希望する者に、住宅改修に関する相談、助言を
行うとともに、介護保険制度の利用（住宅改修費）に関する助言を行う。 
②事業内容 ○居宅の改良に関し、保健婦、理学療法士、作業療法士等が利用対象者の居
宅を訪問等により、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を
踏まえて相談に応じ、助言 ○施工者の紹介および改良内容についての業者への連絡、調
整 ○施工後の評価及び利用対象者に対する指導 ○その他、住宅改良が円滑に行われる
よう関係機関との連絡調整 

ｄ平成13年 
５月25日 
老発第213号 

（各都道府県知
事・各指定都市市
長・各中核市市長あ
て厚生労働省老健
局長通知） 

○介護予防・地域支え合い事業の実施について 
介護予防・地域支え合い事業実施要綱（平成 13 年４月 1 日より適用） 

１ 目的 要援護高齢者およびひとり暮らし高齢者並びにその家族等に対し、要介護状態
にならないための介護予防サービス、生活支援サービスまたは家族介護支援サービスを提
供する等により、それらの高齢者および家族等の総合的な保健福祉の向上に資すること 
２ 事業内容 別記のとおり。 
３ 実施方法 市町村が地域の実情に応じて、市町村内の保健、福祉担当者等と密接な連
携を保ち、チームとして一体的な活動を行う 
別記 １ 市町村事業 
（１）介護予防事業、（２）在宅介護支援事業、（３）家族介護支援事業 
（４）住宅改修支援事業 
ア 実施方法 高齢者向けに居宅等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相
談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用（住宅改修費）に関する助言を行う 
イ 事業内容 
○保健師、理学療法士、作業療法士等が利用対象者居宅を訪問等により、家屋の構造、高
齢者の身体状況および保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言。 
○施工者の紹介および改良内容についての業者への連絡、調整 
○施工後の評価および利用対象者に対する指導 
○その他、住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整 
ウ 留意事項 介護支援専門員または作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験
２級以上その他これに準ずる資格を有する者など、居宅介護（または居宅支援）住宅改修
費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護
支援の提供を受けていない要介護者または要支援者に対し、居宅介護（または居宅支援）
住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合には、これを市町村の委託（または
助成）事業として、本メニューの対象事業とできる。その場合の単価は１件あたり 2,000
円とする。 
（５）～（14）省略  
（15）福祉用具・住宅改修研修事業 
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ア 目的 介護支援専門員等に対して、福祉用具および住宅改修に関する知識の付与を目
的とした研修を行うことにより、利用者に対する適切な居宅サービス計画の作成促進を図
るとともに、福祉用具や住宅改修による導入効果等についてパンフレット等を作成し、情
報提供することにより、介護保険の円滑な実施を図る。 
 

ｅ平成14年 
2月 12日 

全国高齢者保健福
祉・介護保険関係主
管課長会議資料 

３ 介護サービスの質の向上への取組みについて 
（３）福祉用具・住宅改修の普及及び活用の促進について 
ア支援体制の整備 福祉用具・住宅改修の効果的な活用のための支援体制を整備・強化す
るため、介護実習・普及センター、在宅介護支援センター等を拠点として、以下の 2 事業
を平成 14 年度から実施する。 
（ア）福祉用具・住宅改修活用広域支援事業（都道府県事業） 
 介護実習・普及センター等を活用し、福祉用具や住宅改修に係る広域的な事業者協議会
の開催、高度で複雑な福祉用具の活用や住宅改修に関する相談援助体制の整備・強化を図
る（各都道府県１ヶ所、計 47 ヶ所） 
○実施主体 都道府県。ただし適当な団体に委託して行うことができる 
○事業内容 原則として以下の事業を行う 
ａ福祉用具・住宅改修関係専門家の登録と活用 ｂ広域的な事業者協議会の設置 ｃ複雑
な相談に対応する自助具工房の設置 ｄ複雑な内容の事例等に対応した福祉用具の購入取
次ができる場の提供 ｅメーカー等に利用情報をフィードバックできる体制の整備 
（イ）福祉用具・住宅改修地域利用促進事業（市町村事業） 
 在宅介護支援センター等を活用し、福祉用具や住宅改修に係る地域の事業者協議会の開
催、相談等に応じる専門家の登録・活動等、地域における身近な相談援助体制の整備・強
化を図る。（各都道府県３ヶ所、計 141 ヶ所） 
○実施主体 市町村。ただし適当な団体に委託して行うことができる 
○事業内容 原則として以下の事業を行う 
ａ福祉用具・住宅改修関係専門家の登録と活用 ｂ事業者協議会の設置 ｃ自助具工房の
設置 ｄフィッティング、福祉用具の購入取次、申込ができる場の提供 ｅメーカー等に
利用情報をフィードバックできる体制の整備 

ｆ平成16年 
２月19日 

全国高齢者保健福
祉・介護保険担当課
長会議資料 
（参考資料（振興
課）福祉用具・住宅
改修関係事業の概
要） 

１ 平成16年度の高齢者保健福祉施策の展開について 
２ 重点事項（３）福祉用具・住宅改修の適正な活用の推進 
福祉用具・住宅改修の適正な活用のためには、介護実習・普及センターや在宅介護支援

センター等を拠点として、これらの事業を一体的に実施することが効果的。 
(1)福祉用具・住宅改修活用広域支援事業（都道府県事業） 
介護実習・普及センター等を拠点として、福祉用具・住宅改修に係る広域的な事業者協

議会の開催、市町村で対応できない援助困難な事例に対する作業療法士等による相談援助、
苦情や改善に資する情報や新たな福祉用具の開発に関する要望等の情報提供を事業者等へ
行う。さらに、平成 15 年度からは、地域リハビリテーション活動等の関連機関で活動して
いる高度な知識と技術を有する作業療法士や理学療法士等の専門家の派遣を受け、身体の
状況から車いすの適合が難しい等の援助困難な事例に対し、より専門的な相談援助を行う。 

(2) 福祉用具・住宅改修地域利用促進事業（市町村事業） 
在宅介護支援センター等を拠点として、福祉用具・住宅改修に係る地域の事業者協議会

の開催、地域に密着したきめ細かい相談、苦情や改善に資する情報や新たな福祉用具の開
発に関する要望等の情報提供を事業者等へ行う。 

(3) 福祉用具・住宅改修研修事業（都道府県・市町村事業） 
福祉用具・住宅改修に関する知識の普及を図るため、介護実習・普及センター等 におい

て、介護支援専門員、在宅介護支援センターの職員等に対する専門的な研修 を行う。 
(4) 福祉用具等情報化推進事業（平成１６年４月稼働予定） 
福祉用具・住宅改修の選択・活用等に関する情報を提供するため、モデルとして全国７

カ所（滋賀県、大阪府、兵庫県、広島県、大分県、名古屋市、北九州市）から福祉用具・
住宅改修の利用事例の収集等を行い、インターネットで検索できるようデータベース化を
行う。車いす及び特殊寝台の選び方、介護保険給付対象福祉用具の寸法や機能等を示した
商品情報も併せて掲載。（財）テクノエイド協会のホームページ上で本年４月から公開予定。 
 (5)不適正な福祉用具給付の判断基準の作成 
(1)～(3)の事業は、平成 16 年度より介護予防・地域支え合い事業のメニューとして実施 
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 ・介護予防・地域支え合い事業実態調査の結果 
住宅改修支援事業は、平成 15 年度に 2201 市町村（69.0％）が実施しており、平成 14 年度
の事業内容（有効回答数 1701 市町村）は、理由書の作成 90.7％、住宅改修に関する相談助
言事業 約半数 48.6％（約 826 市町村）とされている。平成 16 年度から実施市町村数が
減少する見込み。 

ｇ平成16年 
６月17日 

老振発第0617001号 
（各都道府県・指定
都市介護保険主管
部（局）長あて厚生
労働省老健局振興
課長通知） 

○介護保険における福祉用具の選定の判断基準について 
・福祉用具は介護保険の施行後、急速に普及、定着しているが、要介護度の低い者に対す
る特殊寝台、車いすの貸与など、利用者の状態像から必要性が想定しにくい福祉用具が給
付され、自立支援の趣旨に沿わない事例が見受けられる。そこで介護支援専門員が居宅サ
ービス計画に福祉用具を位置付ける場合等の標準的な目安を作成した。 
・使用が想定しにくい状態像、使用が想定しにくい要介護度に該当している利用者の場合
は、サービス担当者会議その他の機会を通じて福祉用具に関わる専門職から意見を求め、
自立支援に資する居宅サービス計画の作成に務める 
・介護保険福祉用具等データベースシステムを（財）テクノエイド協会のホームページで
公開しているので積極的に活用する 

ｈ平成18年 
１月25日 

全国厚生労働関係
部局長会議資料 
老健局 

（重点事項）６ 介護関連事業の取り組みについて 
(1)三位一体改革による補助金廃止・税源移譲について 
 介護予防・地域支えあい事業のうち、次の事業は市町村・都道府県の事務として同化・
定着していると考えられることから、平成 18 年度において国庫補助金を廃止し、税源移譲。
今後も各市町村や都道府県が地域の実情に応じて適切に取り組むことを期待 
・福祉用具・住宅改修研修事業 
・福祉用具・住宅改修活用広域支援事業 他 
 

ｉ平成18年 
６月9日 

老発第0609001号 
（各都道府県知事
あて厚生労働省老
健局長通知） 

○地域支援事業の実施について 
・介護保険制度を円滑に実施するため、被保険者が要介護状態等となることを予防し、要
介護状態等となった場合も可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支
援する「地域支援事業実施要綱」を定めるもの 

地域支援事業実施要綱 
１ 目的 介護予防事業、包括的支援事業、その他の地域支援事業を行うことで、被保険
者が要介護状態等となることを予防し、要介護状態等となった場合も可能な限り地域で自
立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする 
２ 事業内容 別記の通り 
３ 実施方法 地域支援事業は継続的で総合的なサービスが提供されるよう実施する。地
域包括支援センターは保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士などの専門職の知識を生
かしながら、連携・協働の体制を作り、地域の様々な社会資源を生かしてネットワークを
構築する。 
４ 実施主体 市町村。ただし事業の実施を市町村が適当と認める法人に委託できる。 
別記 １介護予防事業 ２包括的支援事業 ３任意事業（３）その他事業  
イ．福祉用具・住宅改修支援事業 福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供の実施、
福祉用具・住宅改修に関する助言、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書
類の作成および作成した場合の経費の助成を行う 
（４）留意事項 イ．上記の経費を助成する事業は、介護支援専門員または作業療法士、
福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有するものな
ど、十分な専門性がある者が作成者であること 

ｊ平成18年 
３月13日 

全国介護保険・高齢
者保健福祉担当課
長会議資料 
 

○「住宅改修における事前申請制度及び住宅改修が必要な理由書（最終案）」について 
１事前申請制度について 申請の手続きを見直し、居宅介護住宅改修費の支給を受けよう
とする際は、あらかじめ見積もりや改修の内容を記載した書類を市町村に提出するよう手
続きを改める。市町村は利用者保護の観点から、これらの書類で住宅改修が保険給付とし
て適当なものか確認し、被保険者に事前に教示する。 
２住宅改修が必要な理由書（最終案）について 
・住宅改修が必要な理由書の標準様式と位置づける 
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表 5－2 介護予防・地域支え合い事業 住宅改修支援事業の実施状況（全国）  単位：件（％） 
 平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 
住宅改修支援事業（理由書作成

の委託助成を除く） 
716 

（22.0） 
561 

（17.3） 
418 

（12.9） 
371 

（11.5） 
300 

（9.6） 
住宅改修理由書作成の 
委託助成 

2,169 
（66.7） 

2,410 
（74.2） 

2,598 
（80.2） 

1,832 
（57.0） 

1,440 
（46.1） 

出典：厚生労働省実績評価書（平成 17 年８月）http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/05jisseki/9-3-2.html 

 
表 5－3 介護予防・地域支えあい事業実施状況（自治体の例）      単位：件（％） 
 宮城県（Ｈ15 年） 大阪府（Ｈ16 年） 高知県（Ｈ16 年） 徳島県（Ｈ16 年） 
住宅改修支援事業（理由

書作成の委託助成を除

く） 

 
3（4.4） 

 
10（24.4） 

 
3（5.7） 

 
9（18.0） 

住宅改修理由書作成の委

託助成 
34(50.0) 37（90.2） 36(67.9) 21（42.0） 

市町村総数 68 41 53 50 
出典：各自治体の各年度のホームページによる 

 
２）東京都区部における住宅改修アドバイ

ザー制度の実施状況 
東京都では、介護保険創設以前から高齢

者向け住宅改修への助成を行っており、都

下の自治体ではこの制度と合わせて、住宅

改修の専門家を紹介したり、住宅改修アド

バイザーの派遣を行っている自治体が少な

くない。区部についてアドバイザーの設置

状況を見ると、平成 15 年度に実施してい

た区は 23 区中、11 区であった。そこで、

それらについて平成 18 年度の実施状況を

電話による聞き取り調査で把握したものが

表 5－４である。11 区のうち、10 区は現在

もアドバイザーがおり、訪問相談にあたっ

ている。その多くは区単独事業として実施

している。以前は建築士が訪問していたが、

現在は各事業者が経験を積み、地域包括支

援センターが窓口となったために建築士の

訪問を廃止した区が１区ある。そのほか、

介護保険の地域支援事業の一環として行っ

ているのは新宿区の１区のみである。この

ため新宿区では、制度の利用対象者を「要

支援１以上の人」としている。 
アドバイザーとの連携の仕方は様々で、

専任や非常勤の職員のいる区があるほか、

委任契約、協定、協力依頼などの形式がと

られている。板橋区のおとしより保健福祉

センターや世田谷区総合福祉センターでは、

専任または非常勤の職員として理学療法士

や作業療法士がおり、住宅改修以外にも福

祉用具等、様々な相談に応じている。 
区の職員以外に依頼する場合のアドバイ

ザーの選定方法は、都や区独自の住宅改修

アドバイザー研修の受講者に依頼したり、

高齢者向け住宅に詳しい建築事務所に依頼

したりしている。職種は建築士、理学療法

士、作業療法士、福祉住環境コーディネー

ター、増改築相談員など、区により異なっ

ている。人数も数名～40 数名まで幅が広い。 
アドバイザーの関わり方は、区の助成事

業利用者については、全ケースに関わる区

が５区（品川、江東、世田谷、荒川、板橋） 
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た
め
住
宅

改
修

相
談
の
み

の
件

数
は
不
明

区
職

員
の
Ｐ
Ｔ
ま
た
は
Ｏ
Ｔ
が
必
ず
事
前

・
事
後

に
訪
問
。
ケ
ア
マ
ネ
や
地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
等
か

ら
の
依
頼

が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。

ケ
ア
マ
ネ
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
依

頼
が

あ
れ
ば
Ｐ
Ｔ
、
Ｏ
Ｔ
が
事
前

、
事

後
に
訪

問
。

練 馬

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度

は
区
職
員

が
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
は

、
介

護
保
険
住

宅
改
修

お
よ
び
自
立
支

援
住
宅
改

修
給
付

（区
事
業

）の
一
部

で
行
っ
て
い
る
。

な
し
、
区
単
独

施
策

各
総

合
福
祉

事
務

所
に
設
置
さ
れ
て
い

る
地

域
包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
の

職
員

20
件
／
年

区
職

員
が
、
流
し
・洗

面
台
の
改

修
等
、

自
立

支
援
住
宅

改
修
給

付
（区

事
業
）の

一
部

に
つ
い
て
訪
問
し
て
い
る
。

ケ
ア
マ
ネ
が
担

当
。
ケ
ア
マ
ネ
が

い
な
い
場
合

に
、
区
職
員

が
担
当

。

表
5
-
４
　
東
京

都
区
部

に
お
け
る
住

宅
改

修
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度

の
実
施

状
況
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と、利用者の申請があるなど一部について

訪問する区が５区（中央、新宿、目黒、豊

島、練馬）ある。いずれの区もアドバイザ

ーが関わらなくても、区役所、地域包括支

援センター、在宅介護支援センター等の職

員が、事前・事後に訪問している。 
介護保険下の住宅改修については、いず

れも介護支援専門員（民間事業所あるいは

地域包括支援センター）が担当しているが、

介護支援専門員や利用者から依頼があれば、

アドバイザーが助言する体制になっている

区が５区（新宿、品川、目黒、板橋、世田

谷）となっている。 
アドバイザーが訪問している年間の件数

は、０件から 100 件以上まで大きな幅があ

り、アドバイザーがいても実質的にはあま

り訪問がなされていない区もある。地域支

援事業に位置づけた新宿区では、今年度の

アドバイザー依頼が０件であるが、助成制

度を利用して行う改修は設備の交換が中心

のため、区担当者の訪問で十分に対応でき

ると考えていた。また介護保険の住宅改修

も、事前申請となり区の担当者がチェック

する体制ができたこと、ケアマネジャーや

事業者の経験が増えてアドバイスを必要と

しなくなっている現状等を指摘していた。 
これらのように、区によってアドバイザ

ーの関与の状況は異なっており、その必要

性についても、区担当者の認識に違いがあ

る様子がうかがえる。 
 
４ 考察とまとめ 
本稿ではまず住宅改修アドバイザーに関

連する国の施策の変遷を整理し、合わせて

全国およびいくつかの自治体の取り組みの

状況を、厚生労働省、その他自治体のホー

ムページから把握した。さらに、先駆的に

アドバイザー制度に取り組んできた自治体

として、東京都区部の自治体を取り上げ、

アドバイザー制度の現状を把握した。これ

らにより、住宅改修アドバイザー制度の全

般的な動向、および、アドバイザーの住宅

改修への関わり方を把握し、アドバイザー

が住宅改修の事前事後評価においてどのよ

うな役割が果たせるか、また介護支援専門

員との連携の方策について考察する。 
 住宅改修アドバイザーが改修内容の評価

者となり得るかについては、介護保険下の

住宅改修の場合と、自治体の助成制度を利

用した改修の場合に分けて考えることが必

要である。まず、介護保険下の住宅改修の

場合は、いずれの区も介護支援専門員が中

心であり、区の担当者が書類や写真で確認

し、不明な点など何らかの問題があれば、

訪問等を行っている。この場合は介護支援

専門員や工事を行った事業者の知識や経験

により、改修内容の質に相違が生じること

があると考えられ、介護支援専門員自身あ

るいは区の担当者が、適正な改修であるか

どうか客観的に判断できる評価システムが

必要だと考えられる。また、アドバイザー

の関与については、必要があれば相談でき

るような体制を作っている区と、担当部署

が異なりアドバイザーがまったく関与して

いない区があった。つまり介護保険下の改

修であっても、アドバイザーが関われる体

制があれば、指導を依頼した事例について

は、アドバイザーが事前事後の評価を行う

可能性がある。この場合、アドバイザーに

容易に相談できる体制作りが必要だと思わ

れるが、利用者や介護支援専門員等からの

自発的な相談申請のみでは、あまり相談に

来ない様子がうかがえる。これでは問題が

気付かれずに埋もれてしまう恐れがあり、
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アドバイザーの関与の必要性を判断するた

めの何らかの目安、基準があるとよいと思

われる。またそのほか、困難事例へのアド

バイザーの対処方法に関する情報をインタ

ーネットで提供する等して、手法の蓄積と

普及を図ることも、介護支援専門員の質の

向上のためには必要だと考えられる。 
次に、自治体の助成制度等を用いて住宅

改修を行う場合には、アドバイザーあるい

は自治体の職員が必ず訪問をする体制が作

られている。アドバイザーが関わる場合は

改修の事前、事後に訪問することになり、

評価者としての役割を果たすことができる。

また、アドバイザーが関わらない場合は、

区担当者が評価することになるが、この場

合は適切な評価が行えるよう、先に記した

ような客観的な評価システムが必要だと思

われる。各区の状況を見ると、利用者から

の申請に基づきアドバイザーが関与する場

合には、先述した通り、アドバイザーの関

与件数が少なくなっている。アドバイザー

の関与を義務付けている区と、利用者にま

かせている区では、関与件数に大きな差異

が生じている。そこで先に記したように、

アドバイザーの関与の必要性を判断する基

準があれば、該当事例のみアドバイザーの

関与を義務づけることができ、無駄のない

体制作りができると考えられる。また、ア

ドバイザーの職種についても、建築職ある

いは、理学療法士や作業療法士が関わる区

があり、どのような場面で各々の専門性が

生かされているのか、具体的な事例を把握

して検討する必要がある。 
国の方向性を見ると、介護保険下の住宅

改修に関しては、介護支援専門員の果たす

役割が大きく、困難事例のみ理学療法士や

作業療法士等の専門家が関わるとされてい

る。そこでまずは介護支援専門員や自治体

の担当職員が客観的に改修内容を評価でき

る仕組みが必要であり、その一方で、専門

家の関与が必要なケースを抽出するための

判断基準の作成や、専門家が容易に相談に

のれる体制作りも必要とされている。また

関与すべき専門家は多職種のチームがよい

か、あるいはリハビリテーション分野の専

門職がよいかについても今後の検討課題と

されている。 
助成制度やアドバイザー制度の有無につ

いては、地域間による格差があるが、全般

的には制度が縮小傾向にある一方で、先駆

的な取り組みを推進している地域も見られ、

今後も格差が広まることが懸念される。助

成やアドバイザー制度の必要性についても、

さらに実証的な研究を重ね、今後の方向性

を検討する必要がある。 
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